
時 の 話 題～ 平成１９年度 第２８号（Ｈ１９.１０.３１調査情報課）～ 

保護司の活動支援 

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支え

る重要な役割を担っている。しかし、保護司は欠員状態に

あり、また今後多くのベテラン保護司の退任が見込まれ

る。都は、保護司活動支援協議会での意見交換等を踏まえ

た活動支援に取り組むことにより、側面から保護司の確保

に寄与していくことが期待される。 

１ 保護司とは 

保護司は、社会的信望を有するなど一定の要件を備

えた者のうちから（図１）、法務大臣により委嘱を受

け、保護観察官と協働して、犯罪や非行をした人に対

する保護観察や犯罪予防等の更生保護活動に従事す

る無給・非常勤の国家公務員である（図２～３）。 

委嘱は、全国５０か所に設置されている各保護観察

所からの推薦に基づいて行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 保護司の主な活動 

図２ 保護観察官と保護司の身分・特性等 

 身 分 特 性 等 

保護 

観察官 

国家公務員 
(常勤) 

全国の保護観察所に配置され、心理学、教育学、社会

学、その他の専門的知識に基づいて、更生保護活動を行

っている。全国に１０４１人（１９年４月現在）。 

保護司 国家公務員 
(非常勤) 
任期：２年（再任

可、上限７６歳未

満） 
（法務大臣から委

嘱された実質的に

民間のボランティ

ア） 

地域社会から選ばれ社会

的信望が厚く、民間人とし

ての柔軟性を有し、それぞ

れの地域において更生保護

活動を行っている。（自営

業、議員、宗教家、主婦な

ど様々な担い手）全国に４

万８４２７人（１９年４月

現在）。 

①人格及び行動について、社会

的信望を有すること。 

②職務の遂行に必要な熱意及び

時間的余裕を有すること。 

③生活が安定していること。 

④健康で活動力を有すること。 

図１ 保護司の要件 

保護観察 

保護観察対象者と接

触を保ち、更生を図る

ための遵守事項を守る

よう指導するととも

に、家族関係や就学、

就労など生活上の助言

等を行い、立ち直りを

助ける。 

犯罪予防活動 

法務省が主催する

「社会を明るくする

運動」を中心になって

実施するなど、犯罪や

非行を未然に防ぐため

に、世論の啓発や地域

社会の浄化に努める。

環境調整 

少年院や刑務所に収

容されている人が、ス

ムーズに社会復帰を果

たせるよう、釈放後の

帰住先の相談、引受人

との話合い、就職の確

保などを行い、必要な

受入態勢を整える。 



２ 保護司をめぐる現状 

（１）再犯者率の増加等 

 過去１０年間の全国の刑法犯検挙人員を見ると、平成１６年の約３９万人をピークに、

１７年から減少へ転じている。しかし、再犯者率（検挙人員に占める再犯者の割合）は増

加傾向にあり、１９年上半期の再犯者率は、成人４３.１％（過去１０年間で１.２倍）、少

年で３１.４％（過去１０年間で１.４倍）に上っている（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保護司の欠員・高齢化 

 活躍が期待される一方で、近年は保護司の充足率が低下している。定数５万２５００人

に対し、平成１９年４月現在の現員は４万８４２７人、充足率９２.２％となっている

（図５）。また、保護司の再任の上限７６歳未満に対し、平成１９年４月時点の平均年齢は

６３歳であり、今後多くの退任者の発生が見込まれている。 

※平成１７年１月時点では、保護司のうち２３％が７０歳以上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保護司確保の実態 

 平成１７年３月、（社）全国保護司連盟は、全国の保護司会会長に

対して、保護司制度に関するアンケート調査を行った。この結果、保

護司の確保に関して、「保護司個々の人脈活用」に頼っている状況や、

「多忙で時間がない」などの理由により、適任者への依頼を断られる

ケースが多い実態などが明らかとなっている（図６～９）。 
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図４ 刑法犯検挙人員と再犯者率の推移（再犯者率は各年とも上半期） 

出所：警察庁資料より作成 
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図５ 保護司充足率の推移（全国）※各年１月現在、平成１９年は４月現在 

出所：法務省「更生保護のあり方を考える有識者会議」資料等より作成 
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３ 国・都の取組 

（１）国の取組 

 ①「保護司候補者内申委員会」モデル地区事業の実施 

  法務省と全国保護司連盟は連携して、平成１７年６月から町内会、自治会、民生委員

など地域事情に詳しい地元有識者を委員とし、各委員のネットワークを活用して適任者

を推薦する「保護司候補者内申委員会」を全国６８の保護司会をモデル地区として試験

設置した。この結果、１７年６月から１８年１１月までの１年半の委嘱者は、１５年６

月からの１年半と比較して、１１８人増加した。１９年８月からは、モデル地区を全国

１６０地区へ拡大している。 

 ②更生保護法の制定 

  平成１９年６月８日、従来の犯罪者予防更生法（保護観察処分少年、少年院仮退院者

及び仮釈放者の保護観察等を規定）と執行猶予者保護観察法を整理統合した「更生保護

法」が可決成立した（来春施行予定）。法では、保護観察官や保護司が保護観察対象者の

生活実態把握を確実に行えるよう、対象者に対して、呼出しや訪問に応じる義務や、生

活実態について求められた場合には事実を申告し、又は関連する資料を提示するなどの

義務を課すこととした。 
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出所：全国保護司連盟「保護司制度に関するアンケート（結果報告書）」より作成 
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図６ 現在の人材確保策（複数回答） 図７ 依頼を断られた経験 

図８ 断られた理由（複数回答:上位５つ） 図９ 今後導入したい人材確保策(複数回答) 
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 ③更生保護活動サポートセンター（仮称）の設置 

  多くの保護司は、自宅に保護観察対象者を招き、生活状

況などを聞き取る面接を行っているが、マンション世帯の

増加などを背景に、従来の活動が困難な状況となってい

る。これを受け、法務省では、平成２０年度より、全国７０

か所の公共施設に対象者との面接場所となる「更生保護活

動サポートセンター（仮称）」を設置すべく予算要求中で

ある。役所や福祉事務所など地域の公共施設の一室を利用 

（保護司１名が常駐）して面接の場が確保されることで、保護司の負担軽減が図られる

と同時に、保護司の活動に対する住民の理解が深まるものと期待されている。 

（２）都の取組 

 ①保護司活動支援協議会の設置 

  平成１８年１０月、東京都青少年問題協議会は、少年院等を出た子どもたちの立ち直

りを地域で支援するための方策について答申を行った。答申には、地域で中核となる

保護司への支援策として協議会の設置が盛り込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 答申を受けて、都は１９年４月、関係各局（青少年・治安対策本部、福祉保健局、産業

労働局、教育庁、警視庁）、法務省、東京都保護司会連合会で構成する「少年院出院者の

立ち直りを図るための保護司活動支援協議会」を設立した。 

協議会における、保護司との率直な意見交換等を通

じて、相互に情報や問題意識を共有し、保護司が日々

の活動の中で直面する課題の解決を支援していく。 

 ②少年支援ガイドブックの作成・配布 

  協議会での意見交換を踏まえ、都は１９年８月、保

護司の更生保護活動に資するため、就学、就労、福祉

等に関する都の施設や事業等をまとめた「少年支援ガ

イドブック２００７（保護司用）」を作成し、都内の

保護司を中心に配布した。 

４ 今後の課題 

 保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える非常に重要な役割を果たして

いる。欠員状態に加え、今後、多くのベテラン保護司の退任が見込まれるなか、国による

候補者内申委員会の全国的な本格実施など、人材確保のための仕組みを早期に構築すると

ともに、活動の場の整備などの支援にも積極的に取り組んでいく必要がある。 
都においても、保護司活動支援協議会における意見交換等を踏まえた活動支援に取り組

むことにより、側面から保護司の確保に寄与していくことが期待される。 

 

【答申における保護司の支援に関する内容（抜粋）】 

○ 地域における更生保護の活動の中核である保護司が非常勤の国家公務員

で、その活動も国の行政に係る活動として行われているため、これまで保護

司と都との連携が十分ではなかった。 
○ 都の各機関をはじめとする関係機関、団体が参加し、保護司の活動を支援

するためのネットワークとなる協議会を早期に設置するべきである。 


